
・所有者情報の調査を実施・・・（空き家の適正管理条例第7条による）

 所有者等への連絡に対する相談・対応

・庁内部部局や法務局と所有者特定情報を連携

管理不全な空家等に対する措置 （前協議会からのつづき）

応急措置の対応

 所有者や所有権関係者に連絡、相談し対応を願う

特定空家認定前において・・・
ケース

・空家等が傾斜したり、屋根材や外壁材が剥離し民間の隣家が不安なため役場に相談
 された。

②特定空家認定し特定空家に対する措置を行う

②特定空家認定し特定空家に対する措置を行う

・町の空家担当から所有者に空き家の適正管理について助言・指導を行う
・所有者からの書面による同意を得て、事業者等や代理人への情報提供を行う
・除却助成等を活用して、危険性を取り除く

近隣住民

町空家担当

所有者事業者

税務・町民課

法務局

情報連携

②
③

④

⑤  町による空き家所有者の特定
②所有者へ指導、外部提供への同意
③所有者の同意
④所有者情報を提供
⑤事業者と所有者の話合い

空き家所有者情報の提供イメージ
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・秘密漏えいに関する処罰（法   条）でいう、地方税に関する調査等に関する事務

1. 地方税法との関係

法的な整理

空家等対策の推進に関する特別措置法

・特措法により町内部で税務部署の固定資産税の情報を内部利用が可能
・・・・

・内部情報をもとに空き家の所有者への接触も可能

従事者に空き家担当部局が該当する。

・空家部局に所属するものが課税情報を外部提供しても、法   条には抵触しない。

・本人の同意を得て、情報を外部提供することは、個人情報保護条例に抵触しない。

2. 個人情報の保護条例との関係

【隠岐の島町個人情報保護条例 （抄）】

第 7条

その保有する個人情報 (特定個人情報を除く。 以下この条において同じ。 ) について、 収集した目的以外の

目的への利用、 又は当該実施機関以外の者への提供 (以下 「目的外利用等」 という。 ) をしてはならない。

ただし、 次の各号のいずれかに該当するときは、 この限りでない。

(1)　当該個人情報の目的外利用等をすることについて、 本人の同意があるとき。

（2）　～ （5） 略

・法上の「守秘義務」でいう「秘密」に、所有者本人の同意を得て所有者情報を外部

3. 地方公務員法との関係

提供する場合、所有者の権利利益を不当に損なうおそれがあると認められないため
所有者の同意の範囲内で外部提供することは地方公務員法の守秘義務違反に抵触しない

空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン （H29.3.）
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